
背割り

・背割り鋸は温湯で洗浄
・３０か月齢以上の処理には専用の色分け背割り

した器具を使用

ナイフ

せき髄除去

枝肉検査
バキューム

・せき髄が十分除去されているか確認

21

枝肉識別枝肉識別

タグによる枝肉 識別管理

洗浄

・タグによる枝肉の識別管理

３０か月齢以上３０か月齢以上
のせき柱を染色

冷却・保管

３０か月齢以上の枝肉は
専用レーンに保管

22



グレードチェンジの手法を利用した月齢による区分管理

～３０か月齢以上の枝肉はその日のシフトの一番最後に処理～

部分肉処理

せき柱の除去

せき柱とそれ以外を仕分けせき柱とそれ以外を仕分け
→ベルトコンベアーで搬出
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包装・表示 ラベルの保管（鍵付き）包装 表示

保管庫の中ラベル保管庫の扉

責任者がラベルと中身が合致
しているか確認してから梱包

輸出向け、月齢区分等
により製品コ ドを分類

保管・出荷
により製品コードを分類
している
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輸出国との関係 輸入時の確認

■ 輸入牛肉の安全性を確認する仕組み

二国間協議・現地調査

輸 条件 定 輸入食品ル ルを

輸出国との関係 輸入時の確認

輸入条件の設定
施設の認可条件、加工・製品
の条件、輸出証明書等

輸入食品
監視指導計画

ルールを
決める

定期査察 検疫所での輸入届出時の定期査察
認定施設における対日輸出
条件の遵守状況の確認

検疫所での輸入届出時の

審査
モニタリング検査

監視する
検証する

問題点を指摘し
改善を図る

原因を確認し
再発を防止

もし
違反が
あったら

Ministry of Health, Labour and Welfare 

改 再発 防
あったら
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■ スケジュール

２月 １ 日 国内措置見直しの省令改正（検査対象
か月齢超 見直 ）30か月齢超、ＳＲＭ見直し）、

せき柱に係る告示改正・施行、
輸入条件見直し 通知改 施行輸入条件見直しの通知改正・施行

月 国内措置見直し 省令施行４月 １ 日 国内措置見直しの省令施行

※国産牛の検査費用の補助（２１か月齢以上）については、本年４月の
段階では継続する ととし 食品安全委員会の 次答申の際に見直し

Ministry of Health, Labour and Welfare 26

段階では継続することとし、食品安全委員会の２次答申の際に見直し。
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●飼料規制などの⽣産段階からと畜、販売の各段階における規制により、⾷⾁の安全性を確保

【参考】 国産牛のBSE対策の概要

●飼料規制などの⽣産段階からと畜、販売の各段階における規制により、⾷⾁の安全性を確保
生産農場 と畜場 食肉として販売

飼料規制
⾁⾻粉禁⽌

●飼料の安全性確保及び品
質の改善に関する法律
●⽜海綿状脳症特別措置法

死亡牛

特定危険部位の除去･せき柱の規制
●と畜場法
●⽜海綿状脳症対策特別措置法

●⾷品衛⽣法
死亡牛

ＢＳＥ検査
●⽜海綿状脳症対策特別措置法

家畜保健衛生所

●と畜場法
●⽜海綿状脳症対策特別措置法

死亡⽜の検査
●家畜伝染病予防法

農林⽔産省 厚⽣労働省

●家畜伝染病予防法
●⽜海綿状脳症特別措置法

Ministry of Health, Labour and Welfare 

＜トレーサビリティ（農林⽔産省所管トレーサビリティ法）（注）＞
（注）個体識別番号により、その⽜が、いつどこで⽣まれ、飼育され、と畜されたかなどが確認できる。
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国 内 輸 入

【参考】 BSE対策の経緯

国 内 輸 入

検査対象
ＳＲＭ
除去

その他の動き 米国・カナダ ヨーロッパ

Ｈ ８． ３ 英国産：禁止英国産 禁止
ＥＵ産：禁止Ｈ１２．１２

Ｈ１３． ９ 国内で１頭目のＢＳＥ感染牛確認

Ｈ１３．１０ 全頭検査 ・肉骨粉飼料完全
禁止

Ｈ１４． ６ ・牛海綿状脳症対策
特別措置法の公布

・除去・焼却義務
づけ
-頭部
（舌・頬肉以外）

特別措置法の公布

カナダ産：禁止
米国産：禁止

Ｈ１５． ５
Ｈ１５．１２

Ｈ１６ ２ ・せき柱も使用禁止

-せき髄
-扁桃
-回腸遠位部

Ｈ１６． ２ せき柱も使用禁止

Ｈ１７． ８ ２１か月齢以上

Ｈ１７．１２ ２０か月齢以下

・ピッシング禁止
・ＯＩＥ総会で「管理さ
れたリスクの国」と認

Ｈ２１． ４
Ｈ２１． ５

輸入再開
※Ｈ18.1～7 混載事

例発生のため米国
産の輸入手続停止

Ministry of Health, Labour and Welfare 

れたリスクの国」と認
定
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【参考】 国内措置の見直し ～検査対象・ＳＲＭの除去の対象～

＜ＢＳＥ検査対象＞
⾒直し案現 ⾏

２０か⽉齢超 ３０か⽉齢超 ３０か月齢以下
は検査不要に

＜ＳＲＭの除去の対象＞

３０か⽉齢超の場合
頭部、せき髄、
せき柱 現行通り

全⽉齢の
頭部、せき髄、
せき柱 回腸遠位部

せき柱（※）、
回腸遠位部

現行通り

せき柱、回腸遠位部 ３０か⽉齢以下の場合
回腸遠位部、扁桃

頭部（扁桃以外）
、せき髄、せき柱
は利用可能に

・厚⽣労働省関係⽜海綿状脳症対策特別措置法施⾏規則及びと畜場法施⾏規則の改正
・⾷品、添加物等の規格基準の改正

※ せき柱中の背根神経節にBSEプリオンが蓄積されるため せき柱を規制の対象としているが

Ministry of Health, Labour and Welfare 30

※ せき柱中の背根神経節にBSEプリオンが蓄積されるため、せき柱を規制の対象としているが、
骨の部分にはリスクはないため、骨の突起部分について規制の対象外となる範囲を拡大する。



【参考】食品安全委員会への食品健康影響評価の諮問（平成23年12月19日）

１ 国内措置
（１）検査対象⽉齢

現⾏の規制閾値である「２０か⽉齢」から「３０か⽉齢」とした場合のリスク
を⽐較を⽐較。

（２）ＳＲＭの範囲
頭部（扁桃を除く。）、せき髄及びせき柱について、現⾏の「全⽉齢」から

「３０か⽉齢超」に変更した場合のリスクを⽐較「３０か⽉齢超」に変更した場合のリスクを⽐較。

２ 国境措置（⽶国、カナダ、フランス及びオランダ）
（１）⽉齢制限（１）⽉齢制限

現⾏の規制閾値である「２０か⽉齢」から「３０か⽉齢」とした場合のリスク
を⽐較。

（２）ＳＲＭの範囲（２）ＳＲＭの範囲
頭部（扁桃を除く。）、せき髄及びせき柱について、現⾏の「全⽉齢」から

「３０か⽉齢超」に変更した場合のリスクを⽐較。
※ フランス及びオランダについては、現⾏の「輸⼊禁⽌」から「３０か⽉齢」と※ フランス及びオランダについては、現⾏の「輸⼊禁⽌」から「３０か⽉齢」と

した場合のリスクを⽐較。

３ 上記１及び２を終えた後、国際的な基準を踏まえ、さらに⽉齢の規制閾値（上

Ministry of Health, Labour and Welfare 31

記 及び を終えた後、国際的な基準を踏まえ、さらに⽉齢の規制閾値（
記１（１）及び２（１））を引き上げた場合のリスクを評価。
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